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７.都市計画－6.景観と都市デザイン 都市計画  

空き家 空き家利活用 重要伝統的建造物群保存地区 

1 研究の背景と目的                 

2023年に我が国の空き家率は13.8％の過去最高値を

記録した 1)。空き家は,老朽化による倒壊や景観の悪化,

火災など,地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

ことが指摘されている 2)。 

 このような空き家問題に対し,自治体は「空家等対策

の推進に関する特別措置法」に基づき対策を講じてき

た。2023 年には同法が一部改訂され,自治体による管理

不全空家への指導・勧告,空き家の利活用を重点的に図

る「空家等活用促進区域」の指定等が新たに可能となっ

た。しかし,2024 年時点で「空家等活用促進区域」を指

定した市区町村は,全国でわずか１件（千葉県鎌ヶ谷市）

にとどまっており,法改正によって自治体に付与され

た権限を活用する動きは低調である。 

これらの背景として,空き家の発生要因が地域によ

って異なることが挙げられる 3）。そのため,各自治体は

管内地域の空き家の実態等を把握する必要がある 2)が,

財政的･時間的コストの増大や自治体職員の負担増大

等の理由から実態調査は容易ではない。総務省行政評

価局の調査 4)によると,実際に,全戸調査を実施した自

治体は約 37％にとどまっており,空き家の実態把握は

十分に進んでいない。空き家の実態調査は,各自治体が

定める区域に応じた効果的な対策の策定･実施も可能

にする。したがって,今後空き家になる可能性が高い,

または利活用が進みにくい建物やエリアの特徴を把握

できれば,自治体は限られた財政･時間の中で,優先的

に実態調査を実施すべきエリアの選定が可能となる。 

また,同一地域内であっても,各種法定計画に基づき

設定される区域が混在している場合,その区域毎に設

けられる制限によって空き家の発生･利活用の傾向が

異なっていることが考えられる。そのような地域で空

き家の発生･利活用の傾向を把握し,要因を明らかにす

ることは,各種法定計画に基づき設定された区域を考

慮した空き家対策や,今後の区域設定に資する。 

 そこで本研究では,空き家の発生及び利活用の要因

を分析することで,今後空き家が発生しやすい,または

利活用が進みにくい条件を明らかにすることを目的と

する。これらは,自治体が重点的・優先的に利活用を促

進するエリアを検討する際の基礎的な知見となる。 

2 研究対象地の概要                 

大分県杵築市は 2005 年に「城下町地区計画」を定め,

その区域内（図 1：赤･茶,以下,地区計画区域）で,建築

物の意匠・用途・高さ等が制限されてきた 5)。また,北

台南台には旧屋敷地割が残存しているとして,2017 年,

地区計画区域の一部(図 1：茶)が重要伝統的建造物群保

存地区（以下,伝建地区）に選定され,より詳細な修景基

準及び許可基準 6)によって,建造物の保存を図っている。 

他方,大分県杵築市の空き家率は 24.0％と全国平均

13.8％を大きく上回っており 7),基準や制限が存在する

地区計画区域,加えて特徴的地割注 1）が存在する伝建地

区もその例外ではない。そこで,伝建地区(図 1：茶)と

地区計画区域(図 1:赤)を含む研究対象地(図 1：赤破線)

を定めた。この範囲は,近代都市論の原則注 2)に基づいて

杵築市の幹線道路や都市計画道路で区画し,設定した。

これにより,対象範囲内の 1189 棟を研究対象とした注 3）。 

3 研究の方法と分析に用いる変数           

Conditions under Which Houses Became Vacant and Were Utilized in Historic Townscapes 

GOTO Daiki, HIMENO Yuka, LIM Sungjun, KIYOKAWA Chihiro 

図１ 研究対象範囲と伝建地区,地区計画区域 
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3-1 研究の方法 

室ら 8）が 2014 年に実施した現地調査の結果から,伝

建地区内と地区計画区域内の2014年時点の空き家を把

握した注 4）。それらの地区を除く研究対象範囲について

は,2014 年ゼンリン住宅地図に居住者名が書かれてい

ない建物を 2014 年時点の空き家とした(図 2)。また,杵

築市が｢第 2次杵築市空家等対策計画｣策定にあたり,民

間事業者に委託し,2022-2023 年に実施した空き家実態

調査の結果を用いて,2023 年時点の空き家を把握した。 

以上の方法で特定した 2014 年と 2023 年時点におけ

る建物の利用状況を比較することで,対象範囲内の建

物を,ⅰ.利用され続けている建物(利用継続),ⅱ.空き

家になった建物(空き家化),ⅲ.空き家であったが新た

に利用された建物(利用化),ⅳ.空き家のままである建

物(空き家継続)の 4 つに分類した(図 3)。 

そして,｢ⅰまたはⅱ｣と｢ⅲまたはⅳ｣を目的変数,表

１に示すアイテムを説明変数とした数量化Ⅱ類分析に

より,空き家の発生(4 章)および利活用に影響を与える

アイテムとその程度を特定する(5 章)。 

3-2 分析に用いる質的・量的変数 

 2023 年と 2025 年の 8-11 月にかけて,外観目視調査

や国土数値ダウンロードサイト,家屋台帳の閲覧等に

より表 1 に示す変数を収集した。敷地面積は収集でき

なかったため,1 階床面積/指定建蔽率で求めた数値を

代替した。また,表 2 に示す量的変数については,研究

対象範囲の地理的特徴や文献を基にカテゴリー分けし

た注 5）。 

4 空き家の発生要因の分析                 

4-1 分析の概要 

2014 年に｢利用｣されていた建物を対象に｢利用継続

(ⅰ)｣または｢空き家化(ⅱ)｣を目的変数にした数量化

Ⅱ類分析を行った。カテゴリースコアと各アイテムの

レンジを表 3 に示す。レンジの大きさは各アイテムが

目的変数に与える影響度を表し,「建築年」「接道長さ」

の 2 つに集中している。 

各サンプルに該当するカテゴリースコアの合計から

｢利用継続(ⅰ)｣｢空き家化(ⅱ)｣を推定したサンプルス

コアを図 4 に示す。｢利用継続(ⅰ)｣｢空き家化(ⅱ)｣そ

れぞれのサンプルスコアの平均は0.075,-1.284である

ため,カテゴリースコアが負の値（表 3：青）で「空き

家化」に影響すると判断できる。 

4-2 空き家の発生要因 

負の値を示したカテゴリースコアに着目すると,｢建

築年 1912-1945 年｣が最も空き家化に影響しており,次

いで,｢接道無し｣｢建築年 1912 年以前｣｢接道長さ 2ｍ未

満｣｢指定道路種別2項道路｣｢準住居地域｣の順で空き家

化に影響していることが分かる。このことから,接道の

規定が無かった建築基準法策定(1950 年)以前に建築さ

れた建物が,空き家化している傾向にあることが改め

て確認できた。 

5 空き家利活用要因の分析                

5-1 分析の概要 

2014 年に｢空き家｣であった建物を対象に｢利用化

図 3 分析のサンプルとその数 図 2 空き家特定方法 

アイテム名 カテゴリーの説明
① 1912年以前 江⼾･明治･⼤正
② 1912-1945年 昭和前期
③ 1945-1989年 昭和後期
④ 1989-2019年 平成
⑤ 2019年以降 令和
① 300㎡未満 武家屋敷地の最⼩⾯積未満
② 300㎡以上 武家屋敷地の最⼩⾯積以上
① 300ｍ未満 バス停の徒歩圏未満
② 300ｍ以上 バス停の徒歩圏以上
① 15ｍ未満 ⾕部分の標⾼
② 15-30ｍ 武家屋敷地の標⾼
③ 30ｍ以上 標⾼①②以外の標⾼

カテゴリー

量
的
変
数

建築年

敷地⾯積

バス停まで
の距離

標⾼

表 2 量的変数のカテゴリー 

表１ 分析に使用した変数と収集方法一覧 
データ名 基データ データ収集⽅法 年度

1階床⾯積
指定建蔽率

国⼟地理院の地理院地図データ 2023
ゼンリン住宅地図をジオリファレンスし,GIS上で計測 2020
杵築市役所と別府⼟⽊事務所作成の指定道路図を閲覧 2023
ゼンリン住宅地図･ストリートビューの閲覧 2022･2025
Googleマップ上で計測 2023

2019
2018
2022
2020

敷地アクセス段差
⽤途地域
伝建地区
⼟砂災害警戒区域

家屋台帳の閲覧

敷地⾯積
家屋台帳の閲覧により1階床⾯積を収集した後,
(1階床⾯積/指定建蔽率)で算出

旗竿地
⾞の横付け可否

建築年（⻄暦）
構造

標⾼

バス停までの道のり

⾓地

2025

2025

現地⽬視調査 2023

居住誘導区域

国⼟数値情報ダウンロードサイト

⾏き⽌まり道路

接道⻑さ
指定道路
接道の有無

道路境界線上⼯作物
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(ⅲ)｣または｢空き家継続(ⅳ)｣

を目的変数にした数量化Ⅱ類

分析を行った。4 章と同様に,

分析結果を表 4,サンプルスコ

アを図 5 に示す。アイテムにつ

いて,前章の｢利用継続(ⅰ)｣

｢空き家化(ⅱ)｣では,主に｢建

築年｣と｢接道長さ｣が影響して

いたが,｢利用化(ⅲ)｣｢空き家

継続(ⅳ)｣では,｢建築年｣｢接道長さ｣に加え｢構造｣や

｢用途地域｣など多様なアイテムが影響している。 

｢利用化(ⅲ)｣｢空き家継続(ⅳ)｣それぞれのサンプル

スコアの平均は 0.431,-1.145 であるため,カテゴリー

スコアが正の値（表 4：橙）で「利用化」に,負の値で

「空き家継続」に影響すると判断できる。 

5-2 空き家の利活用要因 

 正の値を示したカテゴリースコアに着目すると,｢旗

竿地である｣ことが最も利用化に影響しており,次いで

｢角地である｣｢商業地域｣｢土砂災害警戒区域内｣｢未指

定道路｣の順で利用化に影響していることが分かる。

｢旗竿地｣や｢土砂災害警戒区域｣｢未指定道路｣は,一般

的に住宅利用として好ましくない条件ではあるが,利

用化の傾向が見られた。これは,住宅利用として好まし

くない条件であるがゆえに市場価値が低く,立地条件

よりも市場価値の低さを優先して利用されたと考えら

れる。一方で｢商業地域｣｢角地｣は交通利便性や視認性

が高く,住宅以外にも店舗等の商業利用への転用が可

能であるため,利用される傾向にあると考えられる。 

 次に負の値を示したカテゴリースコアに着目すると,

「接道長さ 2ｍ未満」が最も空き家継続に影響しており,

次いで「建築年 1912 年以前」「建築年 1912-1945 年」

「軽量鉄骨造・鉄骨造」「敷地面積 300ｍ以上」の順で

空き家継続に影響していることが分かる。 

前章で明らかにした空き家の発生要因と合わせ見る

と,｢建築年 1912 年以前｣｢建築年 1912-1945 年｣｢接道長

さ 2ｍ未満｣に該当する建物は,空き家になりやすく,利

用されにくいことが分かる。つまり,空き家になった後

も利用されず放置される危険性が高く,自治体は,所有

者に対する空き家バンクへの登録促進や,移住者等の

空き家活用希望者への紹介といった利活用のための支

援が必要であると考えられる。 

研究対象範囲は,旧城下町であるため｢建築年1912年

以前｣｢建築年 1912-1945 年｣｢接道長さ 2ｍ未満｣に該当

する建物が多数存在している。また,2025 年 4 月の建築

基準法改正 9)により,4 号建築物に対する特例が廃止さ

れ,木造建築物の建築確認･検査が厳格化した。これに

より,1950 年以前に建築された接道義務を満たさない

再建築不可の建物が,老朽化のため大規模修繕(主要構

造部一種以上の過半以上の改修)を行うことが不可能

になった。そのため,｢建築年1912年以前｣｢建築年1912-

図 4 空き家化･利用継続 

のサンプルスコア 

表 3 ｢利用継続(ⅰ)｣または｢空き家化(ⅱ)｣のカテゴリースコア 
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1945 年｣｢接道長さ 2ｍ未満｣に

該当する空き家化しやすい建

物は,空き家化した後も,老朽

化による利活用時の大規模修

繕や再建築が不可能であり,こ

れまで以上に空き家の放置や

空き地化が進むことが想定さ

れる。 

また,伝建地区内では,景観保全のため,他の地区と

比べ建物を「除却」する際の制限や届出が厳格である。

そのため,伝建地区内では他の地域よりも,空き家の放

置による防災・防犯リスクの増大,倒壊等が懸念される。 

また,景観の規制がある「伝建地区」「地区計画区域」

が空き家継続に,景観の規制が無い「それ以外」が利用

化に影響していることが分かる。これは景観の規制が,

修繕・除却・建替えの自由度を低下させ,空き家の利活

用を阻害する方向に作用していると考えられる。 

6 総括                       

本研究では,空き家発生,利活用の要因を特定するた

め,2014 年から 2023 年の建物利用状況の変化を説明変

数にした数量化Ⅱ類を実施した。 

空き家発生の要因分析では「建築年 1912-1945 年」

「接道無し」「建築年 1912 年以前」「接道長さ 2ｍ未満」

「指定道路種別 2 項道路」「準住居地域」が空き家化の

条件であることが分かった。 

空き家利活用の要因分析では「接道長さ 2ｍ未満」「建

築年 1912 年以前」「建築年 1912-1945 年」「軽量鉄骨造・

鉄骨造」「敷地面積 300ｍ以上」が利活用を阻害する条

件であることが分かった。 

両要因に共通する条件から,2025 年 4 月の建築基準

法の改正内容が今後,空き家放置,空き地化を加速させ

る可能性を示唆した。 

また,景観の規制が空き家の利活用を阻害する方向

に作用していることが明らかになった。そのため,景観

の規制がある地域内で,空き家化しやすく利活用され

にくい地域を「空家等活用促進区域」とする必要がある。 
【補注】 
注1） 「杵築市歴史的風致維持向上計画」（2021）より,伝建地区には,江戸時代前半期

の地割が 6 割ほど現在まで残っており,幅員 4ｍ未満の道路が複数存在する。 
注2） 山村 宗一郎,姫野 由香, 佐藤 誠治,甲斐 一樹（2011.3）「集落構成の変遷にみ

るサスティナブルコミュニティの理想」日本建築学会研究報告.No.50,pp513-
516 より,近代の都市論において多く指摘されている空間的特徴や原則から,幹
線道路や都市計画道路,自然条件より区画し設定した。 

注3） 研究対象地内の倉庫,物置,車庫,鶏舎はゼンリン住宅地図上に居住者名が無い
ため研究対象から除外した。 

注4） 参考文献 8）に示す既往研究では,｢郵便受が管理されている｣｢電気･ガス･水道
メーターが動いている｣｢庭等の草木が管理されている｣｢修復必要箇所がある｣
｢表札がかかっている｣のいずれにも該当しない場合,空き家と判断している。 

注5） 建築年は,年号を基準に,敷地面積は,杵築市教育委員会(2017.8)｢杵築市北台
南台伝統的建造物群保存際策調査報告書｣掲載の江戸時代の屋敷地の最小面積
(661 ㎡)を基準に分筆を考慮して,バス停までの距離は,国土交通省｢都市構造
の評価に関するハンドブック｣掲載のバス停の徒歩圏(300ｍ)を基準に,標高は
対象範囲内の谷(0-15ｍ)と高台(15-30ｍ)の標高を基準にカテゴリー化した。 
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図 5 利用化･空き家継続 

のサンプルスコア 

表 4 ｢利用化(ⅲ)｣または｢空き家継続(ⅳ)｣のカテゴリースコア 
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